
　

   前年度に給与支払報告書の提出があった給与支払者（エルタックスによる提出を除く）に対し、あらかじめ
給与支払者の名称・特別徴収関係書類の送付先・指定番号（給与支払者番号　7から始まる9桁の番号）などを
記入した堺市提出用の令和６年度給与支払報告書[総括表]（以下、指定総括表という。）を12月上旬頃に給与
支払者あてに送付しています。
　事務処理を迅速かつ正確に行うため、給与支払報告書提出の際は、この指定総括表をご使用ください。
　給与支払報告書の提出を税理士事務所等へご依頼される場合は、指定総括表をご依頼先へお渡しください。
　なお、堺市作成以外（一般）の総括表にてご提出される場合も、指定総括表を同封してください。
　また、指定総括表以外の総括表を使用する場合で、給与支払者にすでに堺市の指定番号がある場合は、提出
する総括表に堺市の指定番号を必ず記入してください。

　大阪府と府内すべての市町村では、すべての事業主の方を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収
を徹底しています。
　このことに伴い、普通徴収（個人納付）にすることができるのは、下記の普通徴収への切替理由に該当する
方に限られ、普通徴収切替理由書【兼仕切り紙】の添付が必要になります。
※普通徴収切替理由書の添付がない場合は、特別徴収として扱いますのでご注意ください。

・退職者または給与支払報告書を提出した年の５月３１日までの退職予定者

・給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者

・給与の支払が不定期（例：給与の支払が毎月ではない・給与の支払額の変動が大きく、特別徴収できない月がある）
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者（乙欄適用者）

指定総括表に記載の名称や特別徴収関係書類の送付先等に変更・誤りがある場合は二重線で消して訂正してください。
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堺市作成の指定総括表で提出する場合

給与支払報告書の提出について

地方税納入サービス等を利用しているため、納

入書が不要な場合は、不要欄を○で囲んでくだ

さい。

事業所の名称・所在地等の変更・誤りについて

給与支払報告書（総括表）の記入について

年末調整時に、他社（前職等）分の給与を含

んでいるかどうか、及びその旨を摘要欄に記

載しているかどうかについて、該当する欄を

○で囲んでください。

事業主が法人の方は法人番号を記入し、個人の

方は右詰で個人番号を記入してください。

特別徴収義務者の一斉指定について

普通徴収への切替理由（下記４項目以外の理由は不可）

普通徴収（個人納付）の方がいる場合は、普通

徴収切替理由書【兼仕切り紙】の添付が必要で

す。



普通徴収への切替理由書【兼仕切り紙】について

eLTAX（電子申告システム）や光ディスク等での提出について

略号ｄに該当し、個人別明細書の乙欄

に印を入れていただいている方（図２

参照）については、摘要欄の略号の入

力を省略できます。

略号ａに該当する方のうち退職された

方については、個人別明細書の退職欄

に退職年月日の入力（図２参照）があ

れば、摘要欄の略号の入力を省略でき

ます。

また、略号ａに該当する方のうち令和

６年５月３１日までに退職を予定され

ている方については、摘要欄への略号

の入力と合わせて退職予定日も入力し

てください。

普通徴収への切替理由の該当する記号ａ～ｄを入力して下さい。

（乙欄、退職日の入力があれば、略号の省略が可能です。）

ａ ～ ｄ 令和６年３月３１日退職予定

退職予定者は、退職予定日を

入力して下さい。
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指定総括表裏面の切替理由書【兼仕切り紙】で提出する場合

普通徴収への切替理由に該当し、普通

徴収（個人納付）とする方については、

図１のとおり、給与支払報告書[個人別

明細書]（以下、個人別明細書）の摘要

欄に該当する普通徴収への切替理由の

略号ａ～ｄを入力することにより、普

通徴収切替理由書【兼仕切り紙】の提

出が不要となります。

※普通徴収への切替理由に該当しない

場合は、普通徴収（個人納付)にするこ

とはできません。

堺市作成の指定総括表の裏面に普通徴収切替理

由書【兼仕切り紙】を印刷しております。

指定総括表をお持ちの方は、こちらをご利用く

ださい。

指定総括表の表面に記載の指定番号と事業所

名を記入してください。

普通徴収への切替理由のうち該当する項目に人

数を記入してください。

総括表の普通徴収欄の人数と普通徴収切替理由

書の合計人数が一致することを確認してくださ

い。

堺市指定総括表 抜粋



区ごとに分ける必要はありません。堺市提出分としてまとめてご提出ください。

令和６年１月３１日（水）までに必ず提出してください。（なるべく早めの提出をお願いいたします。）

提出先について

【持参の場合】

【郵送の場合】 〒59１－8701

堺市北区百舌鳥赤畑町1丁３番地1（三国ヶ丘庁舎２階）

堺市 市税事務所 市民税課 特別徴収係 宛

ｅLTAX（電子申告システム）を利用される場合の注意点

提出期限について

ｅLTAXを利用される場合において、普通

徴収への切替理由に該当し、普通徴収(個人

納付)とする方については、上の表（図１）

のとおり個人別明細書の摘要欄に該当する

普通徴収への切替理由の略号ａ～ｄを入力

することと合わせて、個人別明細書の普通

徴収欄に必ずチェック（☑）を入力してく

ださい。

※普通徴収への切替理由の略号の入力、ま

たは普通徴収欄の☑のどちらか一方では、

普通徴収になりませんのでご注意ください。

提出方法について

堺市北区百舌鳥赤畑町１丁３番地１（三国ヶ丘庁舎２階） 堺市 市税事務所 市民税課

堺市堺区南瓦町３番１号（市庁舎本館８階） 税務サービス課

または

（ｅLTAX 個人別明細書 抜粋）



【堺市からのお願い】

①支払を受ける者の個人番号(マイナンバー)、氏名、
　フリガナ及び生年月日を必ずご記入ください。

②支払金額に前職等の金額を含めている場合は、
　摘要欄にその会社名、支払金額、社会保険料、
　控除額、退職日を必ずご記入ください。

③住宅借入金等特別控除の「区分」により住民税の
　適用可能額が変わることがあるため、正確に
　ご記入ください。

④普通徴収への切替理由に該当する方については、
　普通徴収切替理由書（兼仕切り紙）の添付と
　合わせて、できるだけ普通徴収への切替理由の
　略号（a～d）を記入いただきますようお願い
　します。

⑤令和５年中に就・退職した場合は、就・退職
　表示欄の該当箇所に○印をつけ、必ずその
　年月日をご記入ください。

⑥令和6年5月31日までに退職を予定している方に
　ついては、摘要欄に退職予定日をご記入ください。

1  2  1  2  1  2 

サカイシ タロウ

堺市 太郎

堺市堺区南田出井町〇番〇号

９ ８７６ ５４０ ７ ７８８ ８８８ ２ ８８９ ４４４ ３０８ ６００

３８０ ０００ １ １ ５ １

８８７ ２００ １０４ ４４４ ２７ ８００ ２５０ ０００

３９，２００ ３３，３３３ ２８，８８８ ３４，５６７ ４１，１１１

１ ３１ １ ２５ 住（特） ２５，０００，０００

５６５，０００

１３７，６５４

サカイシ ハルコ

堺市 春子
３４３４３４３４３４３４

サカイシ イチロウ

堺市 一郎

４５４５４５４５４５４５

サカイシ ハナコ

堺市 花子

２３２３２３２３２３２３
サカイシ ナツコ

堺市 夏子
５６５６５６５６５６５６

サカイシ アキコ

堺市 秋子

６７６７６７６７６７６７
サカイシ フユコ

堺市 冬子

７８７８７８７８７８７８
サカイシ ジロウ

堺市 二郎

８９８９８９８９８９８９

５ ４ １ 昭和 ４２ ５ ８

９８７６５

堺市堺区南瓦町〇番〇号

○○○○株式会社 ０７２－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ

ａ

令和６年３月３１日退職予定

（１）堺市 三郎 （年少）（非居住者）

（１）
９０９０９０９０９０９０

前職給与支払者 △△商事株式会社 令和５年３月３１日退職

支払額 １，２３６，３００円 社保 １５３，５００円 税６２，４００円

給与支払報告書（個人別明細書）の記入について

①

②④⑥

①⑤

③

1  2  1  2  1  2

⑥

４３２１０９８７

支払金額3０万円以下の退職者についても、

適正な課税を行うため、提出にご協力いた

だきますようお願いします。


